
 

 

 

 

三宅村教育委員会の基本方針 

 

 

【基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成】 

  

新しい伝統・文化を創造していく三宅島にあって、すべての大人や子供たちが人権尊重の理念を正し

く理解するとともに、思いやりの心や社会生活の基本的ルールを身に付け、社会に貢献しようとする精

神をはぐくむことが求められる。 

  そのために、人権教育及び心の教育を充実するとともに、権利と義務、自由と責任についての認識を

深めさせ、公共心をもち自立した個人を育てる教育を推進する。 

 

 

【基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長】 

 

  三宅島の特色ある伝統・文化と豊かな自然環境は、村民の貴重な財産であり、これを継承するととも

に生活の中に生かして、島のさらなる発展をめざさなくてはならない。 

また国際社会に生き、社会の変化に対応できるよう自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力等の資質

・能力を育成することが求められる。 

  そこで、基礎的な学力の向上を図り、個性と創造力を伸ばす教育を重視して、国際社会に生きる日本

人を育成する教育を推進する。 

 

 

【基本方針３ 「総合的な教育力を生かした学校教育」と「生涯学習」の推進】 

  

小学校・中学校が協力して教育活動を実施するとともに、家庭や地域と協働して、在籍する児童・生

徒に対し生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発

達を図れるように努める。 

 また、すべての村民が個人の生活を充実させ、教養を高め、社会に貢献できるようにするとともに、

生涯を通じて、自ら学び、文化やスポーツに親しみ、社会参加できる機会が確保できるよう支援する。 

 

 

【基本方針４ 「村民の教育参加」と「学校経営の充実」の推進】 

  

 家庭・学校・地域の協働とすべての村民の教育参加を進め、村民の願いや三宅島の地域の特性を生か

した教育行政を力強く展開する。 

 そのために､地域の特性を踏まえた広域的な視点に立つ教育行政を進めるとともに、村民に信頼され

る魅力ある学校づくりをめざした学校経営への支援を図る。 

 

                       

（平成２７年２月１２日三宅村教育委員会決定） 


